
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文

○
電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
既
開
設
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
加
算
す
る
期
間
及
び
金
額
）

第
十
二
条

免
許
人
が
周
波
数
割
当
計
画
等
の
変
更
（
九
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら

百
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
、
百
七
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
百
二
十
二
メ
ガ
ヘ
ル

ツ
ま
で
又
は
四
百
七
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
百
七
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周

波
数
を
使
用
す
る
既
開
設
局
（
法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
既
開
設
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
当
該
周

波
数
の
使
用
の
期
限
を
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
と
す
る
法
第
七
十
一

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
周
波
数
割
当
計
画
等
の
変
更
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
既
開
設
局
の
免
許
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第

百
三
条
の
二
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
九
年
八
月
と
す
る
。

２

免
許
人
が
、
周
波
数
割
当
計
画
等
の
変
更
に
係
る
既
開
設
局
（
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
を
す
る
無
線
局
に
限
る
。
）
の
免
許
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法

第
百
三
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
本
送
信
機
（
既

開
設
局
の
送
信
機
で
あ
っ
て
、
当
該
既
開
設
局
が
一
台
の
み
の
送
信
機
を
有

す
る
場
合
に
は
当
該
送
信
機
を
、
二
台
以
上
の
送
信
機
を
有
す
る
場
合
に
は

空
中
線
電
力
の
最
大
の
も
の
の
一
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
周
波
数
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
基
本
送
信
機
の
空
中
線
電
力
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

基
本
送
信
機
の
周

基
本
送
信
機
の
空
中

金

額

波
数

線
電
力

九
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

〇
・
一
ワ
ッ
ト
未
満

六
二
〇
円

か
ら
百
八
メ
ガ
ヘ

の
も
の



ル
ツ
ま
で
又
は
百

〇
・
一
ワ
ッ
ト
以
上

八
三
、
〇
〇
〇
円

七
十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ

五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

か
ら
二
百
二
十
二

満
の
も
の

メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で

五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

三
一
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

の
も
の

上
の
も
の

四
百
七
十
メ
ガ
ヘ

〇
・
二
ワ
ッ
ト
未
満

六
二
〇
円

ル
ツ
か
ら
七
百
七

の
も
の

十
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま

〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
上

八
三
、
〇
〇
〇
円

で
の
も
の

百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満

の
も
の

百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上

三
一
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

の
も
の

（
特
定
公
示
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
加
算
す
る
期
間
及
び
金
額
）

（
特
定
公
示
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
加
算
す
る
期
間
及
び
金
額
）

第
十
二
条

免
許
人
等
（
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
免
許
人
等
を

第
十
三
条

免
許
人
等
（
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
免
許
人
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
（
四

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
（
四

千
九
百
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
五
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
特

千
九
百
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
五
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
特

定
公
示
局
（
法
第
七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
公
示
局
を
い
う

定
公
示
局
（
法
第
七
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
公
示
局
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
円
滑
な
開
設
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
円
滑
な
開
設
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ

る
同
項
に
規
定
す
る
旧
割
当
期
限
を
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
と
す
る
法

る
同
項
に
規
定
す
る
旧
割
当
期
限
を
平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
と
す
る
法

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
を
い
う
。
次
項

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
公
示
局
の
免
許
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
公
示
局
の
免
許
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
法
第
百
三
条
の
二
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。

る
法
第
百
三
条
の
二
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。

２

免
許
人
等
が
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
に
係
る
特
定
公
示
局
の
免
許
人
等

２

免
許
人
等
が
周
波
数
割
当
計
画
の
変
更
に
係
る
特
定
公
示
局
の
免
許
人
等

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
三
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
百
三
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額

は
、
移
動
す
る
無
線
局
に
あ
っ
て
は
二
〇
円
、
移
動
し
な
い
無
線
局
に
あ
っ

に
つ
い
て
は
、
移
動
す
る
無
線
局
に
あ
っ
て
は
二
〇
円
、
移
動
し
な
い
無
線

て
は
五
七
〇
円
と
す
る
。

局
に
あ
っ
て
は
五
七
〇
円
と
す
る
。

（
電
波
利
用
料
の
納
付
を
要
し
な
い
無
線
局
）

（
電
波
利
用
料
の
納
付
を
要
し
な
い
無
線
局
）



第
十
三
条

法
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
の
政
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に

第
十
四
条

法
第
百
三
条
の
二
第
十
二
項
の
政
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

（
略
）

二

（
同
上
）

（
納
付
受
託
者
の
指
定
要
件
）

（
納
付
受
託
者
の
指
定
要
件
）

第
十
四
条

法
第
百
三
条
の
二
第
二
十
七
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に

第
十
五
条

法
第
百
三
条
の
二
第
二
十
四
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

納
付
受
託
者
（
法
第
百
三
条
の
二
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
納
付
受
託

一

納
付
受
託
者
（
法
第
百
三
条
の
二
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
納
付
受
託

者
を
い
う
。
）
と
し
て
納
付
事
務
（
同
項
に
規
定
す
る
納
付
事
務
を
い
う

者
を
い
う
。
）
と
し
て
納
付
事
務
（
同
項
に
規
定
す
る
納
付
事
務
を
い
う

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
電
波
利
用
料
の
徴
収
の
確
保

。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
電
波
利
用
料
の
徴
収
の
確
保

及
び
電
波
利
用
料
の
納
付
に
係
る
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ

及
び
電
波
利
用
料
の
納
付
に
係
る
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
同
上
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
十
五
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に

第
十
六
条

法
第
百
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
二

（
略
）

一
～
二
十
二

（
同
上
）



○
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
電
波
法
の
適
用
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え

（
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
電
波
法
の
適
用
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え

）

）

第
九
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
電
波
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

第
九
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
電
波
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

お
け
る
同
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

お
け
る
同
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
に
係
る
電

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
替
え
に
係
る
電

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

波
法
の
規
定

波
法
の
規
定

第
四
条
第
二
号

無
線
設
備
（
第
三
十
八

無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
第
三

第
四
条
第
二
号

無
線
設
備
（
第
三
十
八

無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
第
三

条
の
二
十
三
第
一
項
（

十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
（

条
の
二
十
三
第
一
項
（

十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
（

第
三
十
八
条
の
二
十
九

第
三
十
八
条
の
二
十
九
（
相

第
三
十
八
条
の
二
十
九

第
三
十
八
条
の
二
十
九
（
相

、
第
三
十
八
条
の
三
十

互
承
認
実
施
法
第
三
十
三
条

、
第
三
十
八
条
の
三
十

互
承
認
実
施
法
第
三
十
三
条

一
第
四
項
及
び
第
六
項

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

一
第
四
項
及
び
第
六
項

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

並
び
に
第
三
十
八
条
の

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

並
び
に
第
三
十
八
条
の

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

三
十
八
に
お
い
て
準
用

含
む
。
）
、
第
三
十
八
条
の

三
十
八
に
お
い
て
準
用

含
む
。
）
、
第
三
十
八
条
の

す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
十
一
第
四
項
及
び
第
六
項

す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
十
一
第
四
項
及
び
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
表
示
が

並
び
に
第
三
十
八
条
の
三
十

の
規
定
に
よ
り
表
示
が

並
び
に
第
三
十
八
条
の
三
十

付
さ
れ
て
い
な
い
も
の

八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

付
さ
れ
て
い
な
い
も
の

八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

と
み
な
さ
れ
た
も
の
を

並
び
に
相
互
承
認
実
施
法
第

と
み
な
さ
れ
た
も
の
を

及
び
相
互
承
認
実
施
法
第
三

除
く
。
以
下
「
適
合
表

三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

除
く
。
以
下
「
適
合
表

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

示
無
線
設
備
」
と
い
う

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

示
無
線
設
備
」
と
い
う

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

。
）

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

。
）

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い

よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な

な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も

い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の

の
以
外
の
も
の
（
以
下
「
適

以
外
の
も
の
（
以
下
「
適
合

合
表
示
無
線
設
備
」
と
い
う

表
示
無
線
設
備
」
と
い
う
。



。
）

）

第
三
十
八
条
の
二

前
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三

第
三
十
八
条
の
二

前
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三

十
第
二
項
、
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

十
第
二
項
、
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

十
八
条
の
二
十
二

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
項

十
八
条
の
二
十
二

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
項

第
二
項
及
び
第
三

第
二
項
及
び
第
三

十
八
条
の
二
十
三

十
八
条
の
二
十
三

第
二
項

第
二
項

第
三
十
八
条
の
二

前
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三

第
三
十
八
条
の
二

前
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三

十
一
第
三
項

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適

十
一
第
三
項

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
前
項

用
さ
れ
る
前
項

第
一
項

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
一
項

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

一
項

一
項

第
三
十
八
条
の
二

前
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三

第
三
十
八
条
の
二

前
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
三

十
八
第
二
項
及
び

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

十
八
第
二
項
及
び

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

第
三
十
八
条
の
三

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
項

第
三
十
八
条
の
三

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
前
項

十
第
四
項

十
第
四
項

第
八
十
三
条
第
一

こ
の
法
律

こ
の
法
律
（
相
互
承
認
実
施

第
八
十
三
条
第
一

こ
の
法
律

こ
の
法
律
（
相
互
承
認
実
施

項

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

項

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）

じ
。
）

第
八
十
三
条
第
二

前
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
八
十
三
条
第
二

前
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

項
並
び
に
第
百
三

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

項
並
び
に
第
百
三

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

条
の
二
第
二
十
一

て
適
用
さ
れ
る
前
項

条
の
二
第
十
八
項

て
適
用
さ
れ
る
前
項

項
、
第
二
十
四
項

、
第
二
十
一
項
及

及
び
第
四
十
三
項

び
第
四
十
項

第
八
十
五
条

第
八
十
三
条

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
八
十
五
条

第
八
十
三
条

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
八
十
三
条

て
適
用
さ
れ
る
第
八
十
三
条



第
八
十
六
条

前
条

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
八
十
六
条

前
条

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
前
条

て
適
用
さ
れ
る
前
条

第
九
十
三
条
の
五

第
八
十
五
条

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
九
十
三
条
の
五

第
八
十
五
条

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
八
十
五
条

て
適
用
さ
れ
る
第
八
十
五
条

第
九
十
九
条
の
二

こ
の
法
律

こ
の
法
律
（
相
互
承
認
実
施

第
九
十
九
条
の
二

こ
の
法
律

こ
の
法
律
（
相
互
承
認
実
施

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
）

。
）

第
百
三
条
の
二
第

第
十
三
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
百
三
条
の
二
第

第
十
一
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

二
十
項

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

十
七
項

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
十
三
項

て
適
用
さ
れ
る
第
十
一
項

第
百
三
条
の
二
第

第
十
三
項

同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

第
百
三
条
の
二
第

第
十
一
項

同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

二
十
一
項

え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
三
項

十
八
項

え
て
適
用
さ
れ
る
第
十
一
項

第
百
三
条
の
二
第

第
二
十
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
百
三
条
の
二
第

第
十
七
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

二
十
二
項

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

十
九
項

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
項

て
適
用
さ
れ
る
第
十
七
項

第
百
三
条
の
二
第

電
波
利
用
料
を
納
付
し

電
波
利
用
料
を
納
付
し
よ
う

第
百
三
条
の
二
第

電
波
利
用
料
を
納
付
し

電
波
利
用
料
を
納
付
し
よ
う

二
十
三
項

よ
う
と
す
る
者

と
す
る
者
（
表
示
者
に
限
る

二
十
項

よ
う
と
す
る
者

と
す
る
者
（
表
示
者
に
限
る

。
以
下
同
じ
。
）

。
以
下
同
じ
。
）

第
百
三
条
の
二
第

電
波
利
用
料

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
百
三
条
の
二
第

電
波
利
用
料

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

四
十
二
項

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

三
十
九
項

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
十
三
項
の

て
適
用
さ
れ
る
第
十
一
項
の

電
波
利
用
料

電
波
利
用
料

第
百
三
条
の
二
第

次
項

同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

第
百
三
条
の
二
第

次
項

同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

四
十
三
項

え
て
適
用
さ
れ
る
次
項

四
十
項

え
て
適
用
さ
れ
る
次
項

第
百
三
条
の
二
第

第
四
十
二
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
百
三
条
の
二
第

第
三
十
九
項

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

四
十
四
項

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

四
十
一
項

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
四
十
二
項

て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
九
項



第
百
三
条
の
二
第

第
十
七
項
か
ら
前
項
ま

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

第
百
三
条
の
二
第

第
十
五
項
か
ら
前
項
ま

相
互
承
認
実
施
法
第
三
十
四

四
十
五
項

で

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

四
十
二
項

で

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
二
十
項
か

て
適
用
さ
れ
る
第
十
七
項
か

ら
前
項
ま
で

ら
前
項
ま
で


